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調 達 件 名

発 注 課

選定事業者

決 定 日

地方自治法施行令第167条の２第１項第２号

令和4年6月13日

円山動物園（仮称）オランウータン館展示サイン等実施設計

環境局円山動物園経営管理課

株式会社　大建設計　札幌事務所

随意契約の理由（相手方を特定した理由を含む。）

　当該業務は、現在建設中の（仮称）オランウータン館において、展示サインの内容や
展示手法等を検討するものである。
　現代において、動物園の獣舎は単に動物を飼養するための施設ではなく、来園者に対
し、飼育動物を通して地球環境問題や種の保全など、環境教育の場として様々な情報発
信を行う機能を併せ持つ必要がある。当該業務においても、獣舎内の案内誘導、飼育動
物の基本的情報、野生生態情報、生息環境情報など、多種多様な情報をバランスよく、
幅広い年齢層に向け、当園の理念や飼育動物を通して何を伝えたいかをわかりやすく情
報発信する必要がある。
　また、展示サインの掲示位置は、そこから観察することができる飼育動物の行動、そ
れを引き出すための設計の狙い等と密接な関わりを持ち、当該施設の基本設計、実施設
計及び設計意図を十分理解していなければ、獣舎と展示サインの品質のバランスと取る
ことができない。
　以上のことから、当該業務を履行しうる条件として、
１．他の動物園、水族館において同様の業務の履行実績を有すること。
２．動物園は、博物館機能も有することから、博物館及び美術館等の文化施設の設計等
の受注実績があること。
３．（仮称）オランウータン館新築工事の基本設計及び実施設計を熟知していること。
が必要となるが、これらの条件をすべて満たし、速やかに履行することができるのは上
記事業者のみと判断する。
　また、上記事業者が受注することで、次の効果が期待される。
１．他園館のサインデザインの調査、建設中の獣舎の調査や設計意図の把握等の経費縮
減。
２．上記１の調査期間の短縮及び業務成果を早急に得ることができる。
　以上のように、上記事業者が受託した場合、経費の縮減及び業務期間の短縮が図られ
る。
　ついては、上記の理由により、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号に該当する
ものと判断する。
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